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1．「～安心を送り続けます～安全な水道用水の安定供給」を実現するために 

 

富山県企業局の西部水道用水供給事業では、境川ダムや子撫川ダム等を水源として、

和田川浄水場と子撫川浄水場の 2 か所で浄水処理を行い、県西部の高岡市、射水市、

氷見市、小矢部市へ水道用水を供給しています。この水道用水は各市を通じて各家庭へ

と届けられています。 

本局では、安心して飲用できる水道用水を継続的に供給するため、平成 29（2017）年 3

月に「富山県西部水道用水供給事業水安全計画（初版）」を策定し、様々な水質管理

に取り組んできました。 

しかし、水道用水を供給する上では、未だ様々なリスクが存在するとともに、全国的な汚

染が懸念されている PFAS のほか、本局においてはピコプランクトンがろ過層に捕捉されずに

通過し、ろ過水濁度が上昇する場合があることや集中豪雨によって原水濁度が急激に上

昇するなど、浄水処理において新たな対応が必要になる状況が見られています。こうした課

題を改めて整理する必要が生じたため、今回、「富山県西部水道用水供給事業 水安

全計画（第 2 版）」として改訂し、危害原因事象とそれに対する対応措置を見直しました。 

「～安心を送り続けます～安全な水道用水の安定供給」を実現し、こ

れを未来へ繋げるために適切な運用をしていきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

『水安全計画（Water Safety Plan）』は、WHO（世界保健機関）で 2004 年に食品製造

分野で取り入れられた、『HACCP（ハサップ）』と呼ばれる衛生管理の方法の考え方を

基に、水源からお客さまの蛇口までの間に存在する様々なリスクを未然に防ぐため

に、どこを重点的に監視するか、またもしもリスクが起きてしまった場合にどのように対

応するかを予め決めておき、文書にまとめたものです。 

「水安全計画」とは 

図 1 HACCP のイメージ 



富山県西部水道用水供給事業 水安全計画 
 

2 
 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 

策定・推進チームの編成
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図 2 水安全計画の策定と運用の流れ 

❖「水安全計画」の推進手順❖ 

水安全計画は、以下のような手順で推進していきます。今回策定した計画は、

運用する中で、その有効性について、定期的に評価と見直しを行います。 
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 水道システムには、水道水の安全性に影響を及ぼす様々な危害原因事象（水源

水質事故や浄水処理トラブル、施設等の老朽化等）が潜んでいます。 

 それら危害原因事象の管理方法を定めておかなければ、水道水の安全性が損な

われる場合があります。 

 危害は“水源水質事故”のように『被害が甚大となる可能性はあっても、滅多に起こ

らない危害』だけではありません。例えば、“不適切な品質管理による水道用薬品の

使用”のように『甚大な被害は及ぼさなくても頻繁に起こりうる危害』も水道水の安全

性が損なわれます。 

 水道水の安全性を確保するために、「水安全計画」を策定し、危害の発生防止や

危害によるリスクの除去・軽減を目的とした対策（管理措置）を設定し、実際に運用

することが必要です。 

 このような潜在的リスクとその対応を水安全計画としてとりまとめて、情報の共有化を

図り、次世代に継承するものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖「水安全計画」の必要性❖ 

技術の
継承

維持管理
の向上

安全性
の向上

図 3 水安全計画策定によって得られる主な効果 

関係者の

連携強化 

水源の水質や気象特性の

把握及び水質監視により、

水質異常時の対応などに

ついて、流域関係者等との

連携した取組が図れます。 

水道システム全体に存在する危害原

因事象を的確に把握し、必要な対応

を予め決めておくことによりリスクが軽減

され、安全性の向上が図れます。 

水源管理、施設管理、運転

管理等に関する技術的な内

容を文書化し、 技術の継承

が図れます。 

水道システムに存在する危害原因

事象の管理方法や対応の優先順

位が明らかになる。これにより維持管

理水準の向上や効率化が図れま

す。 
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水安全計画は、本局で定めている基本理念のもと、水質の安全性を確保する施策とし

て位置付けられています。   

水安全計画よりも前に策定されていた計画やマニュアル等は、「支援プログラム」として

整理し、全体の管理の中で活用していきます。 

 

 
図 4 水安全計画と各マニュアルの位置付け 

  

基本理念
～安心を送り続けます～

＜安全な水道用水の安定供給＞

水安全計画

水質検査計画 記録関係

支援プログラム

施設・設備に関する文書 運転管理に関する文書

緊急時対応に関する文書

薬品類に関する文書
健康診断・労働安全衛生に

関する文書

水質検査に関する文書

❖「水安全計画」の位置付け❖ 
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2．「水道システム」の現状把握 

 

【事業の概要】 

富山県西部水道用水供給事業には、現在、境川ダムを水源とする和田川浄水場、子

撫川ダムを水源とする子撫川浄水場の 2 つの浄水場があり、和田川浄水場からは、高岡

市中田配水池、射水市日の宮受水場・鳥越調整場、上野調整場へ水道用水を供給し

ています。また子撫川浄水場からは、宮島送水ポンプ場、了輪低区加圧所、宮中低区

加圧所、高岡市国吉配水池・上向田配水池、氷見市上田子配水池、小矢部市城山

配水池へ水道用水を供給しています。 

現在、和田川浄水場で日量 75,000ｍ3、子撫川浄水場で日量 60,000ｍ3 の浄水施設が

あり、各受水団体へ給水を行っています。 

   

【給水区域及び施設】 

西部水道用水供給事業の給水区域及び施設配置を以下に示します。 

 

図 5 給水区域及び施設配置  

 

表 1 計画給水量と給水量実績 

                       
 
 

                                       【令和 7 年度】 
 

受水団体
計画給水量

（m3/日）

年間給水量

（千m3/年）
高岡市 64,300 14,883
射水市 35,300 10,628
氷見市 24,000 5,013
小矢部市 11,400 1,794

計 135,000 32,318
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【水源の概要】 

和田川浄水場系 

和田川浄水場の水源は、庄川水系に建設された境川ダムであり、共同水路を利用した

庄川の水と和田川の水を貯水した和田川ダムより取水を行っています。 

境川ダムは治水（洪水調節）と利水（かんがい、水道・工業用水、水力発電、消流雪

用水）を行うための多目的ダムです。（総貯水容量 59,900 千 m3、有効貯水容量 56,100 千

m3 の大型ダム。周辺施設としてビジターセンター、キャンプ場、コテージ等があります。） 

和田川ダムは、治水（洪水調節）と利水（かんがい、水道・工業用水、水力発電）を目

的とした多目的ダムです。（総貯水容量 3,070 千 m3、有効貯水容量 1,900 千 m3） 

 

子撫川浄水場系 

子撫川浄水場の水源である子撫川ダムは、小矢部川水系子撫川の小矢部市森屋地

先に多目的ダムとして建設されたものです。総貯水容量 6,600 千 m3、有効貯水容量 6,000

千 m3 で、洪水調節、水道用水の供給、不特定かんがい用水の補給を目的としています。

また、子撫川ダムの上流には、総貯水容量 8,800 千 m3、有効貯水量 8,100 千 m3の五位ダ

ムがあります。このダムはかんがい用水源として建設されたもので、このうち 6,600 千 m3 は氷

見市と高岡市へ導水され、1,500 千 m3 が子撫川へ補給されています。 

 

表 2 取水ダムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和田川ダム（多目的ダム） 子撫川ダム（多目的ダム）

取水ダム
の状況

・滞留日数は１日程度であり、通常は主に庄川の
　水を取り入れています。

・滞留日数は20日程度で夏季には成層が形成さ
　れます。なお、上流に五位ダムがあります。

原水の
水質状況

・融雪、降雨等により濁度が上昇します。
・融雪、降雨等によりアルカリ度が低下します。

・ダムなどで繁殖する藻類により、カビ臭くなる
　ことがあります。
・藻類の光合成にともなって、pHが上昇すること
　があります。
・渇水にともなって、マンガン、アンモニア態窒
　素等の物質濃度が増加することがあります。

留意すべき
水質項目

濁度、アルカリ度 カビ臭、マンガン、濁度

浄水場名 和田川浄水場 子撫川浄水場

ダム取水
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【浄水場の概要】 

和田川浄水場及び子撫川浄水場の概要を以下に示します。また、図 6 及び図 7 には、

各浄水場の浄水処理を行うフローと、測定を行う項目やその地点を示します。 

 

表 3 浄水場の概要 

 

 

和田川浄水場は、境川ダムを水源とし、共同水路を利用した庄川の水と流量調整のた

めの和田川ダムの水をトンネルにより浄水場へ導水しています。浄水場では、凝集沈殿、

急速ろ過処理を行い、次亜塩素酸ナトリウムを用いて消毒をした後、各受水団体へ送水し

ています。 

和田川浄水場は、大雨等の気象条件のほかに、庄川や和田川の流入比率でも原水

の水質が変動する場合があります。また、大雨や春先の融雪出水時には、和田川本川の

濁度が急激に増加し、これに伴ってアルカリ度が低下することにより、凝集処理に影響を及

ぼす場合があります。こうした水質変化に対応した浄水処理を行うため、原水水質を常時

監視することができる計器類を設置しています。場内での水質計器に加え、送水過程や受

水団体配水池での水質監視も可能な体制をとっています。 

 

子撫川浄水場は五位ダムの下流に位置する子撫川ダムを水源とし、浄水場では凝集

沈殿、急速ろ過処理を行った後、次亜塩素酸ナトリウムを用いて消毒を行い、各受水団体

へ送水しています。 

子撫川浄水場の原水は、比較的アルカリ度が低く、特に融雪期には急激に低下するこ

とがあるので凝集不良に注意が必要です。また、豪雨による濁度やアンモニア態窒素の

上昇が問題となる場合があります。これらの気象状況や水質変化をいち早く捉え、浄水処

理にフィードバックするため、原水水質を常時監視することができる計器類を設置しています。

また、和田川浄水場と同様に、場内での水質計器に加え、送水過程や受水団体配水池

での水質監視も可能な体制をとっています。 

 

 

浄水場名 和田川浄水場 子撫川浄水場

所 在 地 高岡市島新137 小矢部市森屋100

取水ダム 和田川ダム 子撫川ダム

供 給 先 高岡市・射水市 高岡市・氷見市・小矢部市

供給開始 昭和43年 昭和54年

処理方式

凝集沈殿処理
急速ろ過処理
中間塩素処理
活性炭処理（必要時）

凝集沈殿処理
急速ろ過処理
中間塩素処理
活性炭処理（必要時）

供給能力（m3/日） 75,000 60,000
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図 6 和田川浄水場系のフロー 
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図 7 子撫川浄水場系のフロー 
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【1系】
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【2系】

水位、流入量、

濁度、色度、残留塩素

水位、流入量、

濁度、色度、残留塩素

水位、流入量、

濁度、色度、残留塩素

水位、流入量、

濁度、色度、残留塩素

着水井

子撫川ダム

ポンプ井
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（後次亜）

No.2

浄水池

山川

＜場内＞

宮島送水

ポンプ場

了輪低区加圧所

宮中低区加圧所

次亜塩素酸

ナトリウム

（中次亜）

水源

計測機器

薬品注入

凡例

浄水施設、浄水場外関連施設
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【水道水質検査】 

本局では、定期的に原水や浄水場の水道水質検査を行い、安全性の確認をしていま

す。本局の水道用水は、水道水質基準値を大幅に下回っており、安心してご利用いただけ

る水質となっています。また、測定が義務付けられている水道水質基準以外にも、下記に

示すような水質項目を測定し、目標値を達成しているか確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 本局が検査を行っている主な内容 

 

3．「危害分析」 

 

危害分析では、水源から送水末端に至るまでのあらゆる過程において、将来起こり得る

危害についての分析を行いました。危害原因事象の抽出を行うには、前述したような水道

システムに関する情報や、水質検査の結果、職員の経験などを参考にしました。 

例として、水道水源にとっての危害原因事象を示します。図 9 に示す通り、水源流域は、

富山県及び岐阜県を含みます。これらを対象流域として、居住する人口分布や生活排水

の処理形態、農業や畜産業の状況、化学物質や廃棄物の取扱事業所等を調査しまし

た。 

図 10 及び図 11 は、流域における人口分布と土地利用状況を整理した結果です。 

流域内の大部分は森林が占めており、このことによって清澄な原水が得られています。し

かし、生活排水や畜産排水の流入、農薬や化学物質の流入などに注意が必要で、これ

らを一つずつ整理して、安全が保たれるよう監視をしていきます。 

（より高い信頼性を確認するための項目） 

水質基準項目 

水質管理目標設定項目 要検討項目 

クリプトスポリジウム等 

指標菌 

（測定が義務付けられている項目） 
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図 9 対象流域の位置 
【出典】国土交通省国土政策局 国土数値情報 

 

 

図 10 対象流域における人口分布 

【出典】令和 2 年国勢調査 500ｍメッシュ（総務省） 

0人

1～49人

50～99人

100～249人

250～499人

500～1000人

1000～1499人

1500～1999人

2000人以上

凡　　　例

対象流域

和田川浄水場系

子撫川浄水場系

凡　　　例

行政区域

浄水場

対象流域河川

対象流域

和田川浄水場系

子撫川浄水場系

凡　　　例
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図 11 各対象流域における土地利用割合 

【出典】国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ （令和 3 年度） 

【リスクレベルの設定】 

危害分析でリスクを抽出した後、それぞれのリスクの発生頻度や影響程度を設定し、それ

ぞれの組み合わせからリスクレベルを設定しました。リスクレベルの設定手順は、図12に示す

通りです。発生が予測されるリスクについて、和田川浄水場系では 96 事象、子撫川浄水

場系では 87 事象を抽出しました。 

 

 

 

 

 

  

17%

68% 91% 94%

8%
3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

富山県 子撫川流域 庄川流域

田、その他の農用地

森林

荒地

建物用地

道路、鉄道

その他の用地

河川地及び湖沼

海浜、海水域

ゴルフ場

面積：4247.58km2 (対象流域：32.65km2) (対象流域：1113.77km2)

 

1.発生頻度を設定する 

2.影響程度を設定する 

3.リスクレベルを設定する 

4.リスクレベルを検証して、確定する 

図 12 リスクレベルの設定手順とリスクレベル設定マトリックス 

取るに足らない 考慮を要す やや重大 重大 甚大

a b c d e

頻繁に起こる 毎月 E 1 4 4 5 5

起こりやすい 1回/数か月 D 1 3 4 5 5

やや起こる 1回/1～3年 C 1 1 3 4 5

起こりにくい 1回/4～10年 B 1 1 2 3 5

滅多に起こらない 1回/11年以上 A 1 1 1 2 5

リスクレベル設定マトリックス

危害原因事象の影響程度

危

害

原

因

事

象

の

発

生

頻

度
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4．「管理措置」の設定 

 

抽出した危害原因事象に対して、現状の水道システムにおける管理措置と監視方法を

整理しました。一覧表を作成して、個々の施設・設備における管理措置や監視方法を一目

で確認することができるようにしたものです。以下にその一部を例示します。 

またこれらの事象において、それぞれの監視地点での管理目標値を定め、運転管理を

行っていきます。 

さらに、この管理目標から逸脱した場合には、何らかの異常が疑われることから、直ちに

原因究明を行い、適切な対策に着手しなければなりません。そのための対応方法は、「管

理措置」として定めました。特にリスクレベルの高かったものについては、個別の対応マニュ

アルを作成し、迅速かつ的確な対応が可能となるような計画としています。 

 

表 4 危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理表 

 
 

表 5 危害原因事象とその対応措置の一例 

 

  

水

源
・

分

水

井
⇒

粉
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次

亜

塩
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ム

・

RM T

F

L L

Tb Tb

pH

AL AL B

1 流域・水源 生活雑排水 浄化槽の破損等 大腸菌、アンモニア態窒素 A b 1

水

質

調

査

取

水

停

止

手

分

析

注

入

強

化

2 流域・水源 生活雑排水 未処理排水の流出 油(臭気)、界面活性剤 C a 1

水

質

調

査

取

水

停

止

手

分

析

注

入

強

化

3 流域・水源 鉱・工業
鉱山、事業所廃水処理
の不具合

フッ素、ホウ素、六価クロム、亜
鉛等

A c 1

水

質

調

査

取

水

停

止

手

分

析

B

注

入

強

化

4 流域・水源 鉱・工業
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PFOS,PFOA A c 1

現

場
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認
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取

水
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止
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質
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査
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析
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化
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取
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化
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生

頻

度
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度
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ベ
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No.
箇

所

種

別
危害原因事象

関連する

水質項目

危害原因事象 関連する項目 対応措置

水源の富栄養化によるプラン
クトンの増殖

臭気（かび臭、生ぐさ臭）
・活性炭の注入強化
・凝集剤の注入強化

降雨による高濁度の発生 濁度、色度、臭味
・計器、手分析による監視
・凝集剤の注入強化等

送水管の劣化、腐食、破損
水量、濁度、色度、異物
鉄、マンガン

・現場確認
・点検、修理、布設替え
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5．「文書」と「記録」の管理 

 

水安全計画を日常管理へ適用するとともに、必要に応じて内容を見直ししていくためには、

「文書」と「記録」を管理していくことが重要です。水安全計画には、こうした文書や記録の

管理方法も決めています。また、水安全計画を支援する文書を「支援プログラム」と位置づ

け、一連のものとして整理します。 

水道システムの全体を整理することは･･･ 

水道システム全体において、どこに危害が存在するかを明らかにすることで、管理ポイントが明確になり

ます。水道システムが変更になった場合にも、見直しのポイントがわかりやすくなります。 

運転管理や監視方法等について文書化することは･･･ 

運転管理や監視方法などを文書化することで、経験豊富な職員はもとより、若手職員でも対応方法

明確になっていることで、迅速に対応することができ、安全性の確保が確実になります。 

記録類を整理することは･･･ 

水質、水量、設備、薬品の記録を作成し、保管しておくことは、常に安全な水が供給されていることの

証明、根拠とまります。また、管理目標から逸脱した場合の原因究明や、事故などの緊急時の対応が

適切かどうかを評価するためにも重要です。 

 

6．水安全計画の「妥当性の確認」と「実施状況の検証」 

 

今回改訂した水安全計画の有効性については、PDCA サイクルによって定期的に評価し、

見直しを行います。浄水方法の変更や機能に不具合が発生した場合には、臨時の見直し

を行い、継続的に改善をしていきます。 

 

 

 

 

  

  

図 13 PDCA サイクルによる定期的な見直しと評価 

P 
D 

C 
A 
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7．関係機関との連携 

 

万が一、緊急事態が発生した場合には定められた対応措置を講じるとともに、関係機関

と連携して、影響を最小限とします。また、国土交通省に対しては、「飲料水健康危機管

理実施要領」に基づき、事故の状況を報告します。 

 

8．水安全計画に関するお問い合わせ先 

 
水安全計画に関するお問い合わせ先は、下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画を適切に運用し、危害発生の予防や最小化に努め、水道用水

の信頼性や安定性を向上させていきます。 

今後とも、なお一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
富山県企業局水道課 

電話 : 076（444）2141 

Fax   : 076（444）2154 
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